
平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要について

家族法制部会 参考資料１－７



全国ひとり親世帯等調査の概要

 昭和27年を初回として概ね５年ごとに調査を実施
 今回、公表する「平成28年度調査」は第14回目の調査

調査の
沿革

調査範囲
及び

調査客体
等

調査時期
 平成28年11月1日現在の状況

（収入の情報は、調査年前年の平成27年のもの）
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母子世帯 …父のいない児童が、その母によって養育されている世帯
父子世帯 …母のいない児童が、その父によって養育されている世帯
養育者世帯 …父母のいない児童が、養育者によって養育されている世帯

※児童は20歳未満の子どもで未婚の者をいう。

【調査客体】
・母子世帯 3,293世帯
・父子世帯 653世帯
・養育者世帯 60世帯

【集計客体】
・母子世帯 2,060世帯
・父子世帯 405世帯
・養育者世帯 45世帯



ひとり親家庭の主要統計データ（平成２８年度全国ひとり親世帯等調査の概要）

 
母子世帯 父子世帯 

１ 世帯数［推計値］ 
１２３.２万世帯   
(１２３.８万世帯)   

１８.７万世帯   
(２２.３万世帯)   

２ ひとり親世帯になった理由 
離婚 ７９.５％ (８０.８％) 

死別   ８.０％ ( ７.５％) 

離婚 ７５.６％ (７４.３％) 

死別 １９.０％ (１６.８％) 

３ 就業状況   ８１.８％ (８０.６％)    ８５.４％ (９１.３％)  

 

就業者のうち 正規の職員・従業員 ４４.２％ (３９.４％)  ６８.２％ (６７.２％)  

うち 自営業 ３.４％ ( ２.６％)  １８.２％ (１５.６％)  

うち パート・アルバイト等 ４３.８％ (４７.４％)   ６.４％ (  ８.０％)  

４ 平均年間収入 
［母又は父自身の収入］ 

２４３万円 (２２３万円)  ４２０万円 (３８０万円)  

５ 平均年間就労収入 
［母又は父自身の就労収入］ 

２００万円 (１８１万円)  ３９８万円 (３６０万円)  

６ 平均年間収入 
［同居親族を含む世帯全員の収入］ 

３４８万円 (２９１万円)  ５７３万円 (４５５万円)  

※（  ）内の値は、前回(平成２３年度)調査結果を表している。 
※「平均年間収入」及び「平均年間就労収入」は、平成２７年の１年間の収入。 
※ 集計結果の構成割合については、原則として、「不詳」となる回答（無記入や誤記入等）がある場合は、分母
となる総数に不詳数を含めて算出した値（比率）を表している。 
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万

母子世帯数 父子世帯数

94.7
111.8

139.9 139.2
146.1

母子世帯・父子世帯の数（推計値）

○ 平成２８年度の母子世帯は１２３．２万世帯、父子世帯は１８．７万世帯となっている。
○ 平成２３年度と比べると、平成２８年度は母子世帯は０．６万世帯減少し、父子世帯も３．６万世帯減
少している。

141.9
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○ 母子世帯になった理由別の構成割合は、「離婚」が 79.5 ％ともっとも多く、次いで「未婚の母」が8.7％となって
いる。

○ 父子世帯になった理由別の構成割合は、 「離婚」が 75.6 ％ともっとも多く、次いで「死別」が19.0 ％となってい
る。

離婚
79.5%

未婚の母
8.7%

死別
8.0%

遺棄 0.5%

行方不明
0.4% その他

2.0%

不詳
0.9%

母子世帯になった理由別の構成割合

離婚
75.6%

死別
19.0%

その他
3.0%

未婚の父
0.5% 遺棄 0.5%

行方不明
0.5%

不詳 1.0%

父子世帯になった理由別の構成割合

離婚
80.8%

死別
7.5%

未婚の

母
7.8%

遺棄
0.4%

行方不

明
0.4%

その他
3.1%

（参考）平成23年 （参考）平成23年

離婚, 
74.3%

死別, 
16.8%

その

他, 
6.6%

遺棄
0.5%

未婚の

父

1.2%

行方不

明, 
0.5%

１ ひとり親世帯になった理由
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20歳未満
0.1%

20～29歳
7.8%

30～39歳
30.2%

40～49歳
48.0%

50～59歳
11.5%

60歳以上
0.6%

不詳 1.8%

母の年齢階級別

○ 母子世帯の母の平均年齢は４１．１歳であり、年齢階級別でみると「４０～４９歳」が４８．０％と最も多く、「３０
～３９歳」が３０．２％とこれに次いでいる。

○ 末子の平均年齢は１１．３歳であり、年齢階級別でみると「１５～１７歳」が２１．５％と最も多く、「１２～１４歳」
が２０．０％とこれに次いでいる。

0～2歳
5.1%

3～5歳
11.0%

6～8歳
14.5%

9～11歳
16.0%

12～14歳
20.0%

15～17歳
21.5%

18・19歳
10.6%

不詳
1.3%

末子の年齢階級別状況

平均年齢11.3歳

5

平均年齢41.1歳

２（１） 母子世帯の母及び末子の年齢



20～29歳
3.2%

30～39歳
19.8%

40～49歳
44.0%

50～59歳
25.2%

60歳以上
6.4%

不詳 1.5%

父の年齢階級別

○ 父の平均年齢は４５．７歳であり、年齢階級別でみると「４０～４９歳」が４４．０％と最も多く、「５０～５９歳」が
２５．２％とこれに次いでいる。
○ 末子の平均年齢は１２．８歳であり、年齢階級別でみると「１５～１７歳」が２５．９％と最も多く、「１２～１４歳」
が２０．０％とこれに次いでいる。

0歳～2歳
1.7%

3歳～5歳
8.1%

6～8歳
10.1%

9～11歳
16.0%

12～14歳
20.0%

15～17歳
25.9%

18・19歳
16.5%

不詳
1.5%

末子の年齢階級別状況

平均年齢12.8歳
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平均年齢45.7歳

２（２） 父子世帯の父及び末子の年齢



３（１） 母子世帯の世帯の状況

○ 母子世帯の平均世帯人員は３．２９人となっている。
○ 子ども以外の同居者がいる母子世帯は３８．７％となっており、「親と同居」が２７．７％と最も多い。

２人 31.9%

３人 33.0%

４人 18.3%

５人 9.3%

６人 3.6%

７人以上
2.7%

不詳 1.1%

母子世帯の世帯人員

母子

のみ
61.3
%

同居

者あり
38.7
%

世帯構成（N=2,060）

平均世帯人員
3.29人

27.7%

3.6%

9.7%

12.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

同居者の種別

※同居者の種別については複数回答。
割合は総数との比較
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３（２） 父子世帯の世帯の状況

○ 父子世帯の平均世帯人員は３．６５人となっている。
○ 子ども以外の同居者がいる父子世帯は５５．６％となっており、「親と同居」が４４．２％と最も多い。

8

父子

のみ
44.4
%

同居

者あり
55.6
%

世帯構成（N=405）

２人, 24.7%

３人, 25.9%４人, 23.5%

５人, 13.1%

６人, 8.9%

７人以上, 

2.7% 不詳, 1.2%

父子世帯の世帯人員

平均世帯人員
3.65人

44.2%

11.6%

6.2%

13.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

同居者の種別

※同居者の種別については複数回答。
割合は総数との比較
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就業
81.8%

就業
80.6%

不就業
9.4%

不就業
15.0%

不詳
8.8%

不詳
4.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

正規の職員・従業員
44.2%

正規の職員・従業員
39.4%

パート・アルバイト等
43.8%

パート・アルバイト等
47.4%

派遣社員 4.6%

派遣社員 4.7%

自営業 3.4%

自営業 2.6%

家族従事者 0.5%

家族従事者 1.6%
会社などの役員 0.6%

会社などの役員 0.9%
その他 2.5%

その他 3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

４（１） 母子家庭の就業状況

○ 母子家庭の８１．８％が就業。就業している者の雇用形態は、「正規の職員・従業員」が４４．２％、「パート・
アルバイト等」が４３．８％。
（「派遣社員」を含むと４８．４％と、非正規の割合が高い。）

○就業状況

○就業している者の雇用形態

平均年間就労収入
305万円

平均年間就労収入
270万円

平均年間就労収入
133万円

平均年間就労収入
125万円
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就業
85.4%

就業
91.3%

不就業
5.4%

不就業
5.3%

不詳
9.1%

不詳
3.4%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

正規の職員・従業員
68.2%

正規の職員・従業員
67.2%

パート・アルバイト等
6.4%

パート・アルバイト等
8.0%

派遣社員 1.4%

派遣社員 2.0%

自営業 18.2%

自営業 15.6%

家族従事者 2.6%

家族従事者 1.4%
会社などの役員 1.6%

会社などの役員 1.7%
その他 1.4%

その他 4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

４（２） 父子家庭の就業状況

○ 父子家庭の８５．４％が就業。就業している者の雇用形態は、「正規の職員・従業員」が６８．２％、「自営業」が
１８．２％、「パート・アルバイト等」が６．４％。

○就業状況

○就業している者の雇用形態

平均年間就労収入
428万円

平均年間就労収入
426万円

平均年間就労収入
190万円

平均年間就労収入
175万円
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５（１） 母子家庭の世帯年収等の状況

○ 母子世帯の母自身の平均年間収入は243 万円、母自身の平均年間就労収入は200 万円。
○ 世帯の平均年間収入（同居親族を含む世帯全員の収入）は348万円。
○ 世帯の平均年間収入（ 348 万円）は、国民生活基礎調査による児童のいる世帯の平均所得を

100として比較すると、 49.2。

平成22年
223

平成22年
181

平成27年
243

平成27年
200
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50

100
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200
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350

400

平均年間収入 平均年間就労収入

（万円）

母自身の平均年間収入、
母自身の平均年間就労収入

母子世帯の平均年間収入
（同居親族を含む）
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５（２） 父子家庭の世帯年収等の状況

○ 父子世帯の父自身の平均年間収入は420万円、父自身の平均年間就労収入は398万円。
○ 世帯の平均年間収入（同居親族を含む世帯全員の収入）は573万円。
○ 世帯の平均年間収入（ 573 万円）は、国民生活基礎調査による児童のいる世帯の平均所得を

100として比較すると、 81.0。

平成22年
380

平成22年
360

平成27年
420 平成27年

398

0

100

200

300

400

500

600

平均年間収入 平均年間就労収入

（万円）

父自身の平均年間収入、
父自身の平均年間就労収入

父子世帯の平均年間収入
（同居親族を含む）

455

573

0
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400
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600

平成22年 平成27年

（％） 児童の

いる世帯

児童の
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父子世

帯 69.1
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帯 81.0
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100
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５（３） 母子世帯の母の預貯金額

○ 母子世帯の母の預貯金額の状況は、「50万円未満」が３９．７％と最も多くなっている。

39.7%

47.7%

6.6%

6.9%

10.6%

9.4%

4.9%

4.6%

4.5%

3.1%

1.7%

1.1%

3.8%

2.5%

1.4%

1.0%

4.2%

4.0%

22.8%

19.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

平成28年 平成23年

50万円未満 39.7% 47.7%

50～100万円未満 6.6% 6.9%

100～200万円未満 10.6% 9.4%

200～300万円未満 4.9% 4.6%

300～400万円未満 4.5% 3.1%

400～500万円未満 1.7% 1.1%

500～700万円未満 3.8% 2.5%

700～1000万円未満 1.4% 1.0%

1000万円以上 4.2% 4.0%

不詳 22.8% 19.7%
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６（１） 母子家庭の養育費の取り決め状況

○ 養育費の取り決め状況は、母子家庭の母では、「取り決めをしている」が４２．９％となっている。
○ 養育費の取り決めをしていると回答した世帯のうち、文書で取り決めをしているのは７３．３％と
なっている。

養育費の取り決めをしてい

る 42.9%

養育費の取り決めをしてい

る 37.7%

養育費の取り決めをしてい

ない 54.2%

養育費の取り決めをしてい

ない 60.1%

不詳
2.9%

不詳
2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

文書あり
73.3%

文書あり
70.7%

文書なし
26.3%

文書なし
27.7%

不詳
0.4%

不詳
1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

（判決、調停、審判などの裁判所における取り決め、強制執行認諾条
項付きの公正証書58.3%、その他の文書15.0%）

○養育費の取り決めの状況

○養育費の取り決めの状況（文書あり・文書なし）
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６（２） 父子家庭の養育費の取り決め状況

○ 養育費の取り決め状況は、父子家庭の父では、「取り決めをしている」が２０．８％となっている。
○ 養育費の取り決めをしていると回答した世帯のうち、文書で取り決めをしているのは７５．０％と
なっている。

養育費の取り決めを

している 20.8%

養育費の取り決めを

している 17.5%

養育費の取り決めをしてい

ない 74.4%

養育費の取り決めをしてい

ない 79.1%

不詳
4.9%

不詳
3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

文書あり
75.0%

文書あり
60.3%

文書なし
23.4%

文書なし
38.4%

不詳
1.6%

不詳
1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

（判決、調停、審判などの裁判所における取り決め、強制執行認諾条
項付きの公正証書54.7%、その他の文書20.3%）

○養育費の取り決めの状況

○養育費の取り決めの状況（文書あり・文書なし）



６（３） 母子家庭の養育費の取り決めをしていない理由

○ 母子世帯の母が養育費の取り決めをしていない理由としては、「相手と関わりたくない」が３１．
４％（前回調査２３．１％）と最も多く、次いで「相手に支払う能力がないと思った」が２０．８％、「相手
に支払う意思がないと思った」が１７．８%となっている。
（注）取り決めをしていない理由の「相手に支払う意思がないと思った」と「相手に支払う能力がないと思った」については、前回調査では「相手に支払
う意思や能力がないと思った」となっており、調査結果は、48.6％と最も多くなっている。

2.8%
5.4%
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６（４） 父子家庭の養育費の取り決めをしていない理由

○ 父子世帯の父が養育費の取り決めをしていない理由としては、「相手に支払う能力がないと思っ
た」が２２．３％と最も多く、次いで「相手と関わりたくない」が２０．５％（前回調査１７．０％）となって
いる。
（注）取り決めをしていない理由の「相手に支払う意思がないと思った」と「相手に支払う能力がないと思った」については、前回調査では「相手に支払
う意思や能力がないと思った」となっており、調査結果は、34.8％と最も多くなっている。
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６（５） 母子家庭の母の養育費の受給状況

○ 母子世帯の母の養育費の受給状況は、「現在も受けている」が２４．３％、「過去に受けたことが
ある」が１５．５％、「受けたことがない」が５６．０％となっている。
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現在も受けている 過去に受けたことがある 受けたことがない 不詳

（参考）母子世帯になってからの年数階級別（平成28年）



６（６） 父子家庭の父の養育費の受給状況

○ 父子世帯の父の養育費の受給状況は、「現在も受けている」が３．２％、「過去に受けたことがあ
る」が４．９％、「受けたことがない」が８６．０％となっている。

3.2%

4.1%

4.9%

2.9%

86.0%

89.7%

5.8%

3.4%

平成28年

平成23年

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現在も受けている 過去に受けたことがある 受けたことがない 不詳

19

0.0%

2.2%

5.6%

5.7%

3.2%

5.0%

5.0%

1.9%

7.5%

4.9%

75.0%

89.5%

87.0%

77.4%

86.0%

20.0%

3.3%

5.6%

9.4%

5.8%

不詳

４年以降

２～４年

０～２年

総数

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現在も受けている 過去に受けたことがある 受けたことがない 不詳

（参考）父子世帯になってからの年数階級別（平成28年）



６（７） 子どもの数別養育費（１世帯平均月額）の状況

○ 母子世帯が受けている養育費の１世帯平均月額は、43,707円となっている。
○ 父子世帯が受けている養育費の１世帯平均月額は、32,550円となっている。

平均
（参考）

１人 ２人 ３人

母子世帯 43,707円
（610）

38,207円
（328）

48,090円
（222）

57,739円
（ 46）

父子世帯 32,550円
（ 25）

29,375円
（ 11）

32,222円
（ 11）

42,000円
（ 3）

注：１）養育費を現在も受けている又は受けたことがある世帯で、額が決まっているものに限る。

注：２）括弧書きは集計客体数

20



21

７（１） 母子家庭の母の面会交流の取り決め状況

○ 面会交流の取り決め状況は、母子家庭の母では、「取り決めをしている」が２４．１％となっている。
○ 面会交流の取り決めをしていると回答した世帯のうち、文書で取り決めをしているのは９６．８％となっ
ている。

面会交流の取り決めをして

いる 24.1%

面会交流の取り決めをして

いる 23.4%

面会交流の取り決めをして

いない 70.3%

面会交流の取り決めをして

いない 73.3%

不詳
5.6%

不詳
3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

文書あり
96.8%

文書あり
50.3%

文書なし
1.4%

文書なし
48.1%

不詳
1.8%

不詳
1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

（判決、調停、審判などの裁判所における取り決め、強制執行認諾条
項付きの公正証書96.6%、その他の文書0.2%）

○面会交流の取り決めの状況

○面会交流の取り決めの状況（文書あり・文書なし）



22

７（２） 父子家庭の父の面会交流の取り決め状況

○ 面会交流の取り決め状況は、父子家庭の父では、「取り決めをしている」が２７．３％となっている。
○ 面会交流の取り決めをしていると回答した世帯のうち、文書で取り決めをしているのは７２．６％となっ
ている。

面会交流の取り決めをして

いる 27.3%

面会交流の取り決め

をしている 16.3%

面会交流の取り決めをして

いない 66.9%

面会交流の取り決めをして

いない 79.9%

不詳
5.8%

不詳
3.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

文書あり
72.6%

文書あり
51.5%

文書なし
27.4%

文書なし
48.5%

不詳
0.0%

不詳
0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成28年

平成23年

（判決、調停、審判などの裁判所における取り決め、強制執行認諾条
項付きの公正証書48.8%、その他の文書23.8%）

○面会交流の取り決めの状況

○面会交流の取り決めの状況（文書あり・文書なし）



７（３） 母子家庭の面会交流の取り決めをしていない理由

○ 母子世帯の母が面会交流の取り決めをしていない理由としては、「相手と関わり合いたくない」が
２５．０％と最も多く、次いで「取り決めをしなくても交流できる」が１８．９％、「相手が面会交流を希
望しない」が１３．６％となっている。

5.9%

3.1%

25.0%

13.6%

18.9%
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７（４） 父子家庭の面会交流の取り決めをしていない理由

○ 父子世帯の父が面会交流の取り決めをしていない理由としては、「取り決めをしなくても交流がで
きる」が２９．１％と最も多く、次いで「相手と関わり合いたくない」が１８．４％となっている。
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７（５） 母子家庭の母の面会交流の実施状況

○ 母子世帯の母の面会交流の実施状況は、「現在も面会交流を行っている」が２９．８％、「面会交
流を行ったことがある」が１９．１％、「面会交流を行ったことがない」が４６．３％となっている。
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17.6%
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3.9%
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（参考）母子世帯になってからの年数階級別（平成28年）



７（６） 父子家庭の父の面会交流の実施状況

○ 父子世帯の父の面会交流の実施状況は、「現在も面会交流を行っている」が４５．５％、「面会交
流を行ったことがある」が１６．２％、「面会交流を行ったことがない」が３２．８％となっている。

45.5%

37.4%

16.2%

16.5%

32.8%

41.0%

5.5%

5.0%

平成28年

平成23年
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現在も面会交流を行っている 面会交流を行ったことがある 面会交流を行ったことがない 不詳

26

45.0%
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53.7%
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15.0%

19.9%

13.0%
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25.0%

34.3%
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総数
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現在も行っている 過去に行ったことがある 行ったことがない 不詳

（参考）父子世帯になってからの年数階級別（平成28年）



７（７） 母子家庭及び父子家庭の面会交流の実施頻度

○ 母子家庭では、月１回以上２回未満の面会交流を行っている場合が最も多く、２３．１％となっている。

○ 父子家庭では、月２回以上の面会交流を行っている場合が最も多く、２１．１％となっている。
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18.7%

13.1%
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月２回以上 月１回以上２回未満 ２～３か月に１回以上

４～６か月に１回以上 長期休暇中 別途協議

その他 不詳
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７（８） 母子家庭の現在面会交流を実施していない理由

○ 母子世帯の母の現在面会交流を実施していない理由は、「相手が面会交流を求めてこない」が１
３．５％と最も多く、次いで「子どもが会いたがらない」が９．８％となっている。
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７（９） 父子家庭の現在面会交流を実施していない理由

○ 父子世帯の父の現在面会交流を実施していない理由は、「子どもが会いたがらない」が１４．６％
と最も多く、次いで「相手が面会交流を求めてこない」が１１．３％となっている。
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○ 母子世帯における公的制度等の利用状況については、「公共職業安定所（ハローワーク）」、「市区町村福祉
関係窓口」の利用が多い
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生活困窮者自立支援制度

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

子どもの学習支援

養育費相談支援センター

生活福祉資金

母子福祉資金

配偶者暴力相談支援センター

夜間養護事業（トワイライトステイ）

短期入所生活援助事業（ショートスティ）

ひとり親家庭等日常生活支援事業（家庭生活支援員（ヘル…

高等職業訓練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金事業

自立支援教育訓練給付金事業

婦人相談所(女性相談センター)

公共職業能力開発施設

家庭児童相談室

母子生活支援施設（旧母子寮）

母子・父子自立支援員
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母子家庭等就業・自立支援センター事業

児童相談所・児童家庭支援センター

民生・児童委員

福祉事務所

市区町村福祉関係窓口

公共職業安定所(ハローワーク)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している又は利用したことがある 利用したことがない

８（１） 母子世帯における公的制度等の利用状況



○ 父子世帯における公的制度等の利用状況については、「公共職業安定所（ハローワーク）」、「市区町村福祉
関係窓口」の利用が多い
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生活困窮者自立支援制度

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
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生活福祉資金
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夜間養護事業（トワイライトステイ）
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民生・児童委員

福祉事務所

市区町村福祉関係窓口

公共職業安定所(ハローワーク)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している又は利用したことがある 利用したことがない

８（２） 父子世帯における公的制度等の利用状況



○ 母子世帯の公的制度等の利用希望については、利用したこ
とのない者のうち、｢今後利用したい｣としたものの割合は、制
度等によりばらつきがある。
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公共職業安定所(ハローワーク)

今後利用したい

８（３） 母子世帯における公的制度等の利用希望

※ 「利用したことがない」と答えたもののうち、「今後利用したい」と答えた

ものの割合
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公共職業安定所(ハローワーク)

制度を知らなかった

※ 「利用したことがない」と答えたもののうち、「制度を知らなかった」と答

えたものの割合

○ 母子世帯の公的制度等の周知状況については、利用したこ
とのない者のうち、「制度を知らなかった」としたものは、制度
等によっては５割を超えるものもあり、ひとり親家庭支援施策
の認知度は高くなく、更なる周知が必要。

母子世帯における公的制度等の周知状況
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福祉事務所
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公共職業安定所(ハローワーク)

今後利用したい

８（４） 父子世帯における公的制度等の利用希望

※ 「利用したことがない」と答えたもののうち、「今後利用したい」と答えた

ものの割合
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公共職業安定所(ハローワーク)

制度を知らなかった

※ 「利用したことがない」と答えたもののうち、「制度を知らなかった」と答

えたものの割合

父子世帯における公的制度等の周知状況

○ 父子世帯の公的制度等の利用希望については、利用したこ
とのない者のうち、｢今後利用したい｣としたものの割合は、制
度等によりばらつきがある。

○ 父子世帯の公的制度等の周知状況については、利用したこ
とのない者のうち、「制度を知らなかった」としたものは、制度
等によっては５割を超えるものもあり、ひとり親家庭支援施策
の認知度は高くなく、更なる周知が必要。



９ 子どもに関する最終進学目標

○ 子どもに関する最終進学目標は、母子世帯、父子世帯ともに「大学・大学院」が最も多く、母子世帯の母は４
６．１％、父子世帯の父は４１．４％となっている。
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